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本報告書本文中に用いる分析の結果を表す用語の取扱いについて 

 

 本報告書の本文中「３ 分 析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりと

する。 

 

  ① 断定できる場合 

    ・・・「認められる」 

 

  ② 断定できないが、ほぼ間違いない場合 

    ・・・「推定される」 

 

  ③ 可能性が高い場合 

    ・・・「考えられる」 

 

  ④ 可能性がある場合 

    ・・・「可能性が考えられる」 

    ・・・「可能性があると考えられる」 
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航空重大インシデント調査報告書 

 

    所   属   株式会社ジェイエア 

    型   式   ボンバルディア式ＣＬ６００－２Ｂ１９型 

    登 録 記 号   ＪＡ２０２Ｊ 

    インシデント種類  着陸時の滑走路逸脱 

    発 生 日 時   平成２４年１２月２５日 １７時２０分ごろ 

 発 生 場 所   岩手県花巻空港 

 

                                平成２７年４月１０日 

                           運輸安全委員会（航空部会）議決 

                            委 員 長  後 藤 昇 弘（部会長） 

                            委   員  遠 藤 信 介 

                            委   員  石 川 敏 行 

                            委   員  田 村 貞 雄 

                            委   員  首 藤 由 紀 

                            委   員  田 中 敬 司 

 

１ 調査の経過 

運輸安全委員会は、平成２４年１２月２５日、本重大インシデントの調査を担当する主管調査官 

ほか２名の航空事故調査官を指名した。 

原因関係者からの意見聴取及び関係国への意見照会を行った。 

 

２ 事実情報 

2.1 飛行の経過 飛行記録装置（ＤＦＤＲ）、操縦室音声記録装置（ＣＶＲ）の記録及び  

交信記録並びに機長及び副操縦士の口述によれば、飛行の経過は概略次の  

とおりであった。 

株式会社ジェイエア所属ボンバルディア式ＣＬ６００－２Ｂ１９型ＪＡ  

２０２Ｊは、平成２４年１２月２５日、機長ほか乗務員２名、乗客４２名の

計４５名が搭乗し、運送の共同引受をしている日本航空株式会社の定期    

２８３７便として、花巻空港へ向けて１６時２６分に新千歳空港を離陸した。 

操縦室には、機長がＰＦ（主として操縦業務を担当する操縦士）として  

左操縦席に、副操縦士がＰＭ（主として操縦以外の業務を担当する操縦士）

として右操縦席に着座していた。 

機長は、１６時４４分ごろ、花巻空港の同社運航支援者から１６時４０分の

気象情報及び１６時１８分の滑走路等の雪氷情報を入手した。さらに機長は

１７時０８分ごろ、花巻飛行場対空援助局（花巻レディオ）から最新の気象

情報及び１６時１８分の雪氷情報を入手した。その際、機長及び副操縦士は、

花巻レディオが通知した雪氷調査の実施時刻を確認せず、飛行中に同社運航

支援者から入手した同時刻の雪氷情報よりも新しい情報であるものと認識し、

引き続き着陸可能な雪氷状況であることを確認してアプローチを継続した。 

同機は、１７時２０分ごろ、花巻空港の滑走路２０に着陸した。 

機長は、同機をＰＡＰＩの横の滑走路中心線上に接地させた後、フルリバース

及びフルブレーキで減速させたが、通常よりも少しブレーキの効きが悪いと
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*1 「スラストリバーサー」とは逆推力装置のことで、逆推力をアイドルリバースからフルリバースの範囲で調整できる。 
*2 ラダーペダルは前輪と連動しており、ラダーペダルを踏んだ方向に前輪が向くようになっている。 
*3 「カナデア式CL-65型」とは、技能証明の型式であり、該当する航空機の型式はCL-600-2B19型である。 

 

感じた。機長は８０ktまで減速させてから、通常どおりブレーキを使用した

まま、フルリバースからアイドルリバースにしたのち、スラストリバーサー*1

の使用をやめた。６０ktのコールを聞いたころから、機長は減速感がなく  

なったと感じた。ＤＦＤＲには機長がスラストリバーサーの使用をやめたこ

ろから減速率が低下するとともに、機首が右に偏向し始め、ラダーペダル*2

が徐々に左に操作され、左最大まで使用されたことが記録されていた。 

その後、機長が再度アイドルリバースを使用して減速を試みたころ、機首

の右への偏向が止まり左に大きく偏向し始め、機首が滑走路方位を向くころ

から、ラダーペダルが左最大から右最大に操作された。しかし、機首はその

まま左に偏向し続け、機体のピッチ角が減少しながら滑走路を逸脱し、前脚を

滑走路の舗装面から約７ｍはみ出した状態で停止した。同機は、前輪が沈み

込んで自ら地上走行できなくなった。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 死傷者 なし 

2.3 損壊 なし 

2.4 乗組員等 (1) 機長 男性 ３７歳       

定期運送用操縦士技能証明書（飛行機）     平成２２年５月１９日 

限定事項 カナデア式ＣＬ－６５型*3        平成１６年２月２０日 

第１種航空身体検査証明書       有効期限：平成２５年５月１３日 

総飛行時間                  ７，２４７時間１６分 

同型式機による飛行時間             ６，２０４時間４３分 

(2) 副操縦士 男性 ２８歳 

事業用操縦士技能証明書（飛行機）       平成２１年７月２９日 

限定事項 カナデア式ＣＬ－６５型       平成２２年８月２６日 

計器飛行証明                 平成２１年１２月１日 

第１種航空身体検査証明書      有効期限：平成２５年８月１７日 

総飛行時間                   １，７１０時間０８分 

同型式機による飛行時間             １，３６０時間０７分 
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2.5 航空機等 (1) 航空機型式：ボンバルディア式ＣＬ－６００－２Ｂ１９型 

製造番号：７４８４、製造年月日：平成１４年１１月２２日 

耐空証明書 第大－２０１２－４０７号 

  有効期限：平成２５年１１月２８日 

(2) 本重大インシデント発生当時、同機の重量及び重心位置は、いずれも許 

容範囲内にあったものと推定される。 

(3) 同機には、米国Ｌ３コミュニケーション

社製ＤＦＤＲ及びＣＶＲが装備されて

いた。 

2.6 気象 (1) 同空港の航空気象の観測値 

同空港における本重大インシデント関連時間帯の航空観測気象報は、  

以下のとおりであった。 

１７時１６分観測 

   風向 変動、風速 ５kt、卓越視程 １,５００m以上、 

滑走路視距離 滑走路２０側１,８００mの測定範囲以上変化なし 

現在天気 弱いしゅう
．．．

雪 

雲 雲量 １／８～２／８、雲形 層雲、雲底の高さ   ５００ft、 

雲量 ３／８～４／８、雲形 層雲、雲底の高さ １,２００ft、 

雲量 ５／８～７／８、雲形 積雲、雲底の高さ ２,０００ft 

気温－０℃、露点温度－１℃、高度計規正値（ＱＮＨ）２９.８１inHg 

(2) 同空港の瞬間風向風速の観測値 

本重大インシデントに関連する時間帯における瞬間風向風速は、以下の

とおりであった。 

観測時間  ＲＷＹ２０側 ＲＷＹ０２側 

17時19分30秒 

～ 20分00秒 

風向 ２４０°～３１０° ２４０°～２８０° 

風速 ３～５kt ４～７kt 

17時20分00秒 

～ 20分30秒 

風向 ２４０°～３１０° ２４０°～２９０° 

風速 ３～５kt ７～１０kt 

17時20分30秒 

～ 21分00秒 

風向 ２８０°～３１０° ２６０°～３００° 

風速 ５～６kt １０～１４kt 
 
(3) 同空港の降雪状況 

同空港において、雪氷調査が行われた１６時１８分から同機が着陸した

１７時２０分まで弱いしゅう
．．．

雪が降り続いていた。 

2.7  その他必要な 

事項 

(1) 滑走路の雪氷状況 

① 除雪終了後に実施された雪氷調査の結果は次のとおりであった。 

調査時刻 １６時１８分、滑走路全地区 

積雪量 １０mm、覆域 １００％、 

積雪の種類 ウェットスノー、ブレーキングアクション ＰＯＯＲ 

ＣＶＲには、同社運航支援者から上記とは異なる積雪の種類（ドライ

スノー）が提供されたことが記録されていた。 

 ② 雪氷調査が行われた１６時１８分から同機が着陸するまでに離着陸  

した２機から、滑走路の雪氷状況の悪化を示す報告はなかった。 

重大インシデント機 
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３ 分析 

3.1 気象の関与 あり 

3.2 操縦者の関与 あり 

3.3 機材の関与 なし 

3.4 判明した事項

の解析 

(1) 着陸した滑走路の雪氷状況 

雪氷調査が行われた１６時１８分から同機が着陸した１７時２０分まで

弱いしゅう
．．．

雪が降り続き、気温も低かったことから、同機が着陸した滑走

路の雪氷状況は、雪氷調査時よりも悪化していたものと考えられる。 

(2) 着陸の判断について 

機長は、飛行中及び着陸前に気象情報及び滑走路の雪氷情報を入手し、

着陸可能であると判断したと口述している。操縦士は、入手した雪氷情報に

気象状態を加味して、総合的に着陸の可否を判断する必要がある。しかし

ながら機長及び副操縦士は、着陸前に花巻レディオから雪氷情報を入手し

た際、花巻レディオが通知した雪氷調査の実施時刻を確認せず、この花巻

レディオからの雪氷情報が、飛行中に同社運航支援者から入手していた  

同時刻情報よりも新しい情報であるものと誤って認識していた。このこと

から、着陸の可否を判断する際に、雪氷調査が実施された１６時１８分  

以降の気象状態を加味した総合的な判断がなされていなかったものと考え

られる。 

機長及び副操縦士が花巻レディオから入手した雪氷情報が新しい情報で

あるものと認識したのは、同社運航支援者から入手した雪氷情報と一部  

内容が異なっていたことが関与したと考えられる。 

(3) 減速率が低下したことについて 

機長は、６０ktのコールを聞いたころから減速感がなくなったと口述し

ており、ＤＦＤＲにも機長がスラストリバーサーの使用をやめたころから

減速率の低下が記録されている。減速率が低下したことは、機長の想定よ

りも滑走路は滑りやすくなっており、ブレーキが十分に効いていない状態で、

機長がスラストリバーサーの使用をやめたことによるものと考えられる。 

機長が滑走路の雪氷状況の悪化を考慮し、ブレーキの効きを確認しつつ

スラストリバーサーを通常より長く使用していれば、減速率は低下しな  

かったものと考えられる。 

(4) 機体が右に偏向したことについて 

ＤＦＤＲには減速率の低下とともに、機首が右に偏向していることが  

記録されている。滑走路が滑りやすい状態にあって、着陸時は滑走路０２側

に行くほど機体右方向からの風が強く吹いていたことから、風上に機首が

向こうとする風見効果により機首が右に偏向したものと考えられる。 

(5) その後、機体が左に偏向し滑走路を逸脱したことについて 

ＤＦＤＲには、機首が右に偏向した後、ラダーペダルが左最大まで操作

され、機首が左に偏向していることが記録されている。機長は、右に偏向

した同機を滑走路中心線に戻すため、左ラダーペダルを操作したが、機首の

(2) 滑走路の勾配 

本重大インシデントの発生場所は、滑走路中心線からの横断勾配が  

約１.４％の下り勾配であった。 
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反応が無かったので、ラダーペダルを最終的に左最大まで操作したと考え

られる。しかし、その操作量が大きかったため、左への大きな偏向が始まっ

たものと考えられる。 

ＤＦＤＲには、機首が大きく左に偏向し、機首が滑走路方位を向くころ

から、ラダーペダルが左最大から右最大に操作されたことが記録されており、

機長は、左への大きな偏向を止めるため、ラダーペダルを急に踏み変えたと

考えられる。機長がラダーペダルを急に踏み変えたため、前輪がスリップ

して同機の偏向が止まらず、滑走路を逸脱したものと考えられる。また、

機体のピッチ角の減少は滑走路の横断勾配の影響によるものと考えられ、

機体の進行方向に向かって下り勾配となった滑走路の横断勾配も逸脱に  

関与した可能性が考えられる。 

滑りやすい滑走路面において進行方向を維持するためのラダーペダル  

操作に関しては、滑走路の幅を活用して機首の向きの反応が確認できる  

範囲で急激な操作を避けつつ前輪をコントロールすることが有効であると

考えられる。 

(6) 滑走路の雪氷情報の提供について 

同機が着陸した滑走路の状態は、雪氷調査時よりも悪化していたものと

考えられることから、飛行場管理者及び運航者は、滑走路の状態を常に  

把握するよう努めるとともに、操縦士の適切な判断及び操作が可能となる

ように、より実際の滑走路状態に近い情報を操縦士に伝達することが望ま

しい。 

 

４ 原因 

本重大インシデントは、同機が着陸した際、接地後の地上滑走において進行方向を維持することが

できなかったため、滑走路を左側に逸脱したことによるものと考えられる。 

同機が進行方向を維持することができなかったのは、氷点に近い気温における降雪により、雪氷調

査時より滑りやすい状態であった滑走路において、機長がラダーペダルを急に踏み変えたことによる

ものと考えられる。  

 

５ 参考 

同社は、本重大インシデントの概要を周知し、以下の内容の注意喚起を実施した。 

(1) 全運航乗務員 

① 短時間で滑走路面の状態は変化することもあり得るため、最新の情報入手に努めること 

② 機首の偏向に対応する場合は極力急激なラダー操作は避けること 

③ ブレーキングアクションが低い滑走路状態においては、６０kt以下でもアイドルリバースを

積極的に活用し、確実な減速確認ができるまで使用すること  

(2) 運航支援者 

① 最新の雪氷状況の確認と運航乗務員への確実な情報伝達 

② 飛行場管理者とのきめ細かな連絡、調整の徹底 

(3) 全社員 

① 冬期運航に対する注意 

② 安全運航の堅持への取り組み 
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減速なし 

減速率の低下 

ピッチ角の減少 

スラストリバーサーの

使用をやめた 


